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令和５年 第１１回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和５年１１月１３日 

 ３．開催通知の期日   令和５年１１月１３日 

 ４．招集期日   令和５年１１月２９日 

 ５．招集場所   町文化センター ３階ホール 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 山本善孝 

 ７．開催時刻   午後 ４時００分 

 ８．議長氏名   山本善孝 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 湯本幸作 出 １０ 藤浦忠広 出 

２ 湯本久万 出 １２ 下田和浩 出 

３ 小古井英雄 出 １３ 小池俊治 出 

４ 下田健志 出 １４ 齊藤蝶次郎 出 

５ 山口 剛 欠 １５ 佐藤次雄 出 

６ 望月美知子 出 １６ 白鳥金次 出 

７ 福井敏彦 出 １７ 湯本貴文 欠 

８ 渡辺輝子 出 １８ 上原 仁 出 

９ 湯本 浩 出 １９ 山本善孝 出 

１０．事務局出欠席 事務局長 宮崎弘之 出 

係  長 青木重喜 出 

書  記 山岸孝子 出 

書  記 小林万里奈 出 

書  記 石川政志 出 

 

１１．報告事項 

 

報告第２１号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第２２号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２３号  農地法施行規則第２９条第１号による届出について 

 

１２．提出議案 

 

議案第２９号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３０号  競売農地の買受的確証明書（農地法第３条関係）について 

議案第３１号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３２号  農用地利用集積計画の承認について 
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１３．その他 

 

 農業委員会慰労旅行についてのアンケート 

 当面の日程について 

 

 

＜開会＞ 

会長代理 それでは、皆様、ご苦労さまです。これより、令和５年第１１回山ノ内町農業委員会

定例総会を始めさせていたただきます。 

本日の欠席ですが、山口剛委員、湯本貴文委員より欠席との連絡が入っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは、招集者挨拶並び諸般の状況ということで、山本会長、よろしくお願いいた

します。 

 

＜招集者挨拶＞ 

会 長  皆様、こんにちは。 

だんだんと冬が近づいてきたみたいで、雪のほうも間もなく降り始めると思うんで

すけれども、畑の農作業も、今、フジの収穫真っ最中ということで、大変忙しいとこ

ろ、皆様に定例会ということでお集まりいただきまして、大変ありがとうございま

す。今日も議案のほうはたくさんあるわけですけれども、皆さんのご協力をよろしく

お願いいたします。 

今月ですけれども、１１月１８日に町内、私の知る範囲だと、佐野、湯田中方面ぐら

いしかちょっと見なかったんですけれども、雹だか、あられみたいな感じで、どのぐ

らいかな、１分ぐらい続いたかなと思うんですけれども、感じ的には、何か指で触る

と硬くはなく、割と柔らかめであったような感じですけれども、話を聞くと、リンゴ

のほうにも大きな被害はなかったような話をまた聞いております。よかったような

感じではあります。 

それと、２１日にホクト文化ホールで第８回農業委員会大会ということで、県内外か

ら大勢の農業委員、推進委員の方が、人数的には千二、三百人ぐらい集まったんでは

なかろうかということです。小谷村の発表会では、小谷村の最適化活動の取組という

ことで発表があり、小川村では地域計画の取組ということで、今後どのような形で遊

休農地とかを地図に載せるかという話をしていただきました。それと、講演会では、

ウーマンファーマーズジャパンの佐藤可奈子氏の話ということで、冊子って配って

あるんですかね、大会の。その中をちょっとまた目を通していただければ、内容的に

は分かると思いますけれども、またよろしくお願いいたします。 

今日はお忙しい中、大変ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

会長代理 山本会長、ありがとうございました。 

それでは、議事進行を、山本会長、よろしくお願いいたします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  それでは、始めさせていただきます。 

４番の議事録署名委員の選任ですけれども、 

  ２番   湯本久万 委員 

  ３番   小古井英雄 委員 

よろしくお願いいたします。 
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＜議事＞ 

議 長  ５番の議事に入ります。 

（１）報告第２１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

事務局  １ページをご覧ください。報告第２１号 農地法第３条の３第１項の規定による届

出について、今月６件です。 

１件目、農地所有者は、◯◯◯◯の◯◯◯◯、相続者、◯◯◯、対象農地、大字夜間

瀬字◯◯◯◯◯◯◯－◯他２筆、現況地目、畑、現況面積１，５１７平米、あっせん

の希望はございません。 

２件目、農地所有者は、◯の◯◯◯◯、相続者、◯◯◯◯◯、対象農地、大字佐野字

◯◯◯◯◯－◯他５筆、現況地目、他、現況面積５，４９０平米、あっせんの希望は

一部ございます。 

位置図を１４ページにご用意しました。ご覧ください。あっせん希望農地ですが、◯

◯◯◯◯◯◯◯◯にある農地５筆となります。 

１ページに戻っていただき、３件目です。農地所有者は、◯◯◯◯◯◯の◯◯◯◯◯、

相続者、◯◯◯◯、◯◯◯◯、対象農地、大字平穏字◯◯◯◯◯－◯他１筆、現況地

目、畑、現況面積９９５平米、あっせんの希望はございません。 

４件目、農地所有者は、◯◯◯の◯◯◯◯◯、相続者、◯◯◯◯◯、対象農地、大字

夜間瀬字◯◯◯◯◯◯－◯、現況地目、畑、現況面積４７９平米、あっせんの希望は

ございません。 

５件目、農地所有者は、◯◯◯の◯◯◯◯、相続者、◯◯◯◯、対象農地、大字夜間

瀬字◯◯◯◯◯－◯他８筆、現況地目、畑、現況面積１万６，５７８平米、あっせん

の希望はございません。 

６件目、農地所有者は、◯◯の◯◯◯◯、相続者、◯◯◯◯、対象農地、大字平穏字

◯◯◯◯◯◯－◯他２筆、現況地目、畑、現況面積６，９４２平米、あっせんの希望

はございません。 

以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。 

ただいまの報告事項ですけれども、何かご質問ある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら、次に進みます。 

（２）報告第２２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より

説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料２ページをお願いします。報告第２２号 農地法第１８条第６項の規定による

通知について、今月２件です。 

１件目、所在地が大字夜間瀬字◯◯◯◯◯◯◯－◯、現況地目は畑、面積５，４６１

平米、通知人、賃貸人が◯◯の◯◯◯、賃借人が◯◯の◯◯◯◯、解約に至った理由

ですが、第三者へ所有権移転するためとなっております。 

２件目、所在地は大字夜間瀬字◯◯◯◯◯◯－◯、現況地目は田、面積１，２２３平

米、通知人、賃貸人が◯◯◯◯◯の◯◯◯◯、賃借人が◯◯の◯◯◯◯、解約に至っ

た理由ですが、賃貸人から返還を求められたためとなっております。 

以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。 

ただいまの報告事項について、質問のある方は挙手願います。（なし） 
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ないようでしたら、次に進みます。 

（３）報告第２３号 農地法施行規則第２９条第１号による届出について、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料３ページをお願いします。報告第２３号 農地法施行規則第２９条第１号によ

る届出について、こちらは自分の農地に農業用倉庫等を建てるという案件で、今月１

件ございます。 

農地の所在地ですが、大字夜間瀬字◯◯◯◯◯◯－◯、地目は台帳、現況ともに畑、

面積は２８５平米、農地区分は２種農地に該当しまして、申請事由は、農業用倉庫の

建築ということでございます。申請人ですが、◯◯◯の◯◯◯、事由の詳細ですが、

農業用資材、果実の貯蔵用冷蔵庫設置のためということで、位置図ですが、資料１５

ページですね。申請農地は、◯◯◯◯◯◯◯◯から東２００メートルに位置する、申

請人の住宅に続く農地でございます。そのほかの資料として、１６ページに公図の写

し、１７ページにこの倉庫の立面図、断面図を載せてございます。 

以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。 

ただいまの報告事項ですけれども、ご質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら、次に進みます。 

（４）議案第２９号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局  資料４ページをお願いします。議案第２９号 農地法第３条の規定による許可申請

について、今月３件です。 

１件目ですが、申請人、渡人は◯◯の◯◯◯◯、所有面積、耕作面積ともに１，６２

４平米、家族総数２、稼働人員２、受人は◯◯◯◯の◯◯◯◯、所有面積、耕作面積

ともに１，０９４平米、家族総数２、稼働人員２、申請地が大字戸狩字◯◯◯◯◯－

◯、現況地目は畑、面積４１２平米、契約内容は売買で、価格は２０万円となります。

理由ですけれども、渡人につきましては、高齢のため経営規模の縮小、受人につきま

しては、野菜の作付で経営規模の拡大となっています。 

位置図を１８ページ、公図を１９ページに載せております。場所につきましては、◯

◯の◯◯◯◯◯◯から１５０メートルほど北東に位置する農地となります。 

２件目ですが、申請人、渡人は◯◯◯◯の◯◯◯、所有面積５，９８０平米、耕作面

積５，７５９平米、家族総数１、稼働人員１、受人は◯◯◯◯◯の◯◯◯◯、所有面

積、耕作面積ともに１万１，４４６平米、家族総数３、稼働人員２、申請地は大字夜

間瀬字◯◯◯◯◯◯他７筆、現況地目は畑、宅地、田となります。合計面積５，９８

０平米、契約内容は贈与であります。理由ですけれども、渡人につきましては、高齢

のため廃業、受人につきましては、ブドウの作付で経営規模の拡大となっておりま

す。 

位置図を２０ページから２２ページ、公図を２３ページから２８ページに載せてお

ります。場所につきましては、◯◯の◯◯◯◯◯◯◯から３００メートルほど北西に

位置する農地と、渡人の所有する住宅周辺にある農地他となります。 

戻りまして、３件目ですが、申請人、渡人は◯◯◯の◯◯◯◯、所有面積３万６，７

８４平米、耕作面積２万９，３２３平米、家族総数２、稼働人員２、受人は◯◯◯の

◯◯◯◯、所有面積２万３，６１９平米、耕作面積２万７，３４６平米、家族総数３、

稼働人員３、申請地が大字夜間瀬字◯◯◯◯◯、現況地目は畑、面積１，１７３平米、

契約内容は売買で、価格は６０万円となります。理由ですけれども、渡人につきまし
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ては、受人から農地集約の協力を求められたため、受人につきましては、野菜の作付

で経営規模の拡大となっています。 

位置図を２９ページ、公図を３０ページに載せております。場所につきましては、◯

◯◯の◯◯◯◯◯◯◯◯から４５０メートルほど東に位置する農地となります。 

以上につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を全て満た

していると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

この許可申請についての補足説明をお願いします。 

１番の案件について、下田健志委員、お願いいたします。 

 

下田健志委員 これは、位置図のところなんですけれども、◯◯、山のところの上から歩いて下

りてきたところの横にある、下のところなんですけれども、現状はもう草ぼうぼうに

なっているところでありましてこちらのほうに、◯◯◯◯さんですか、旅行関係やっ

てらるって話なんですけどお聞きしたら、箱山のトンネル下の農地を借りられると

いうことであります。今度はまた、そこのところを、◯◯さんのほうがこえることで、

このたび売買をした中で、また畑に下る道もまた造るということの中で、草を切って

畑をやられるということであります。また、今この辺もう草ぼうぼうになって、やっ

ぱり話を聞くと、ハクビシンが出るだの何だのというようなこともありますので、山

際のところもまたきれいに草でも刈って畑でもやっていただければ、ほかの畑にも

迷惑かけないかなということも思いまして、特段お話の中で、野菜をやるということ

であるので問題ないと思いますので、そのように皆さんのほうもご検討をよろしく

お願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

１番の案件について、質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら、ただいまの案件について賛成の方は挙手を願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

２番の案件について、補足説明を齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 ◯◯◯さんは病気で、今、施設に入っておられます。収入がないため、保護を受ける

ために財産をちょっと処分しなきゃいけないということで、本家である◯◯さんの

ところで試したわけです。◯◯さんがブドウなりやりたいという話ですが、いろい

ろ、勤めていたり、親がやったりして、ちょっと大変だと思うんですけれども、そう

いう事情ですので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

ただいまの案件について、質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

３番の案件について、補足説明を湯本久万委員、お願いします。 

 

湯本久万委員 受人の◯◯◯◯さん、この売買する畑の隣接にまとまったブドウ畑がありまし

て、子供が多いので、そこでこの畑を買って、しばらく野菜の作付をして、いずれは

ブドウを作っていく予定と聞いております。 

◯◯さんも労働力不足から、かなり小さな畑を◯◯さんのほうにお任せしたいとい

うことを聞いておりますので、よろしくお願いします。 
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議 長  ありがとうございました。 

ただいまの案件について、質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

次に進みます。 

（５）議案第３０号 競売農地の買受適格証明願（農地法第３条関係）について、事

務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料５ページお願いします。議案第３０号 競売農地の買受適格証明願（農地法第３

条関係）についてです。 

初めに、農地の競売、公売による買受適格証明について説明いたします。 

買受適格証明は、農地が差し押さえられ、競売や公売にかけられた際に、入札者に対

して提出が求められるもので、入札しようとする人が農地法の許可が受けられる人

であるということを証明するものです。農地の競売や公売に参加できるのは、３条許

可が受けられる人、つまり農家要件を満たす人に限られますが、農家要件を満たさな

い人が落札するということも想定され、結果的に競売、公売がやり直しとなるおそれ

があります。そこで、競売、公売が行われる前に、あらかじめ参加資格を農業委員会

が審査し、落札後はスムーズに所有権移転が行われるようにするために、買受適格証

明の制度があります。 

今回の案件は、そうした制度に基づくものになります。 

願出人は、◯◯◯◯の◯◯◯◯、所有面積２，３５８平米、耕作面積４１３平米、家

族総数３、稼働人員２、申請地は大字夜間瀬字◯◯◯◯◯◯◯、同じく◯◯◯◯－◯、

◯◯◯◯－◯、現況地目は田と畑、合計面積１，１２５平米。理由ですけれども、競

売物件となっている宅地及び建物等に付属している農地も取得するため、落札後は

野菜の作付予定となっております。 

位置図を３１ページ、公図を３２ページに載せております。場所につきましては、◯

◯◯◯の◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯の農地となります。 

以上につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、適格であると考えま

す。 

なお、落札後は３条許可申請が必要となりますが、当該証明書の交付時と事情が異な

っていないと認められる場合は許可といたします。 

ご審議をお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この案件について、福井委員、よろしくお願いします。 

 

福井委員 ◯◯さんは◯◯◯に住んでおられましたが、４年ほど前に◯◯◯◯の温泉旅館を購

入し、現在は経営しているようですけれども、野菜作りがしたいということで農地を

探していたところ、ここの物件が非常にいいので取得したいと考えております。これ

までも、◯◯◯の畑にしょっちゅう行かれています。野菜等を作られ、旅館の食材に

なるんじゃなくて出すことで、これからも競売農地でたくさん作れるのは大変魅力

的であり、いろいろ特段に問題はないと思われます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

この案件について、質問ある方は挙手願います。（なし） 

小古井委員。 
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小古井委員 直接は関係ないんですけれども、競売に出たときに、農地も一緒にくっついてくる

ということは、この許可を取らないといけないということなんですか。 

 

事務局  農地の競売の場合は、一応しなくてはいけない。 

 

小古井委員 先月の会議で、◯◯の◯◯さんのところの畑の話があって、角地の建物と近くにあ

った農地があって、それを一緒に買うからということで、この会議に出たと思うんだ

けれども、そのケースとこのケースとはどこが違うんですか。 

 

事務局  競売になって、競売にかけた農地ですね、ここは。 

 

小古井委員 競売になった場合のみ、こういうことになる。 

 

事務局  はい。 

 

小古井委員 分かりました、はい。ありがとうございます。 

 

議 長  ほかに質問のある方。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

続いて、（６）議案第３１号 農地法第４条の規定による許可申請について、事務局

より説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料６ページをお願いします。議案第３１号 農地法第４条の規定による許可申請

について、こちらはご自身での農地を、自分の手によって農地転用するというもの

で、今月１件ございます。 

所在地ですが、大字夜間瀬字◯◯◯◯◯◯◯－◯、地目は台帳、現況ともに田、面積

は２１７平米、農地区分は３種農地に該当しまして、申請事由として、駐車場の造成

ということになります。申請人ですが、◯◯◯◯◯、事由の詳細ですが、現在の駐車

場が手狭になったため、住宅に隣接する農地を転用し、駐車場として利用するという

ことでございます。 

位置図ですが、資料３３ページになります。◯◯◯◯◯◯から北に２５０メートルの

農地で、申請人の住宅に隣接する農地となっております。公図の写しですが、３４ペ

ージにつけてございます。 

よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

下田和浩さんの補足説明お願いいたします。 

 

下田和浩委員 ３３ページの公図を見ていただけると、ちょっとここ、地域委員の家の前から上

に３００メートルぐらい、国道に接地する歩道が今年造られまして、きれいに整備さ

れました。それで、ここの◯◯さんの自宅の出入り口のところが、その歩道が整備さ

れたことによって手狭になってしまいまして、出入りがちょっと厳しい状況になっ

てしまいました。ここがちょうどカーブに当たって、二、三メートルぐらいですかね、

ここの左側の道の田んぼのところ、歩道のところにも車がかからないようにという

ことで、隣の田んぼのところを駐車場にして、安全に車を止めているというところ
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で、この度の申請地になったというわけであります。 

農地的にも、農業委員としても活動してくれていますので、問題はないと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

この案件について、質問ある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

望月委員、可決ということでお願いいたします。 

（７）議案第３２号 農用地利用集積計画の承認について、事務局より説明をお願い

いたします。 

 

事務局  資料１０ページをお願いします。議案第３２号 農用地利用集積計画の承認につき

まして、今月、公社との売買が１件、利用権設定の再設定が２件の計３件です。 

まず、売買のほうから申し上げます。 

所有権の移転を受ける者、◯◯◯◯◯◯◯◯◯、移転する者、◯◯◯◯◯の◯◯◯◯、

移転する農地、大字夜間瀬字◯◯◯◯◯◯◯－◯他２筆、現況地目は田と畑、合計面

積４，１０４平米、利用目的はブドウの作付になります。所有権の移転時期、対価の

支払時期、引渡しの時期につきましては、令和５年１２月２０日、対価につきまして

は８０万円となります。 

続きまして、資料１２ページをお願いします。１件目ですが、設定を受ける者が◯◯

の◯◯◯◯、設定する者が◯◯の◯◯◯◯、設定する農地、大字平穏字◯◯◯◯◯◯

－◯、現況地目は畑、面積４９８平米、利用権の種類は賃借権で、５年の設定で、野

菜の作付を予定しています。賃料は、１０アール当たり１万円の再設定となります。 

２件目ですが、設定を受ける者が◯◯◯の◯◯◯◯、設定する者が◯◯◯の◯◯◯

◯、設定する農地、大字夜間瀬字◯◯◯◯◯－◯、現況地目は畑、面積７３５平米、

利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でブドウの作付を予定しています。賃料は、

全体で２万円の再設定となります。 

以上３件につきまして、承認をお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

所有権移転の件について、補足説明を齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 ◯◯◯◯さんは勤めていらっしゃって、ここで定年退職になっているんですが、もう

農業はちょっとできないということです。息子さんもいるから、息子さんともよく相

談してという話を何度かしたんですけれども、もうできないからということで、この

ようになりました。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

ただいまの案件について、質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

利用権設定集計表の１番の案件について、湯本浩委員、補足説明お願いいたします。 

 

湯本浩委員 この案件につきましては、◯◯◯◯さんのお母様が野菜を作るために、長年にわた

りこの畑をやっておられました。再設定ということで問題ないと思います。よろしく

お願いします。 
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議 長  ありがとうございました。 

この案件について、質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

２番の案件について、湯本久万委員、補足説明お願いいたします。 

 

湯本久万委員 ◯◯さんは高齢で、うちではお一人ということで、畑仕事全部できないというこ

とで、以前からこの畑は◯◯さんが作られていて、手入れもよくされていますので、

問題ないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

ただいまの案件について、質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

議事につきましては、これで全て終了といたします。ご協力ありがとうございまし

た。 

 

会長代理 山本会長、議事進行ありがとうございました。 

 

＜その他＞ 農業委員会慰労旅行についてのアンケート 

      当面の日程について 

 

会長代理 ありがとうございました。以上をもちまして第１１回山ノ内町農業委員会定例総会

を閉会いたします。皆様ご苦労さまでした。 

 

 

閉会 午後４時５１分 

 

 

 

上記の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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